
北海道ケアラー支援条例の制定による目指す姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道ケアラー支援条例の制定 

【共通認識のもとオール北海道で３つの基本的施策を推進】 

 
普及啓発 早期発見・相談の場の確保 地域づくり 

《目指す姿》 
 
○ケアラー自らが置かれた
状況を理解し、必要な支援
を求めることができる 
 
○周囲がケアラー支援の必
要性を理解する 
 
○道民・事業者・関係機関
等の果たすべき役割を明確
にする 
 

《目指す姿》 
 

○周囲の気づきが促進され
早期発見につながる 
 
○相談に応じる人材の育成 
 
○市町村や関係機関等との
連携強化による相談の場の
確保 
 
○ヤングケアラーの意見が
反映される環境整備 

《目指す姿》 
 

○悩みの共有ができる場づ
くり 
 
○サービスの有効活用によ
るケアの負担軽減 
 
○声かけや支え合いが行わ
れる地域づくり 
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